
～佐賀県外で定期予防接種を受ける方へ～           Ｒ8.4 

佐賀県外で定期予防接種を受ける場合は、事前に申請をすると、万が一、予防接種による健康被害

が起きた場合は、予防接種法による救済が行われます。 

 

①「予防接種実施依頼書発行申請書」を鳥栖市健康増進課（保健センター）へ提出する。 

〇窓口での申請の場合（鳥栖市健康増進課（保健センター）鳥栖市本町 3丁目 1496-1 

持ってくるもの： 母子健康手帳（予防接種履歴確認のため） 

〇郵送での申請の場合 

１） 予防接種実施依頼書発行申請書（鳥栖市ホームページからダウンロードできます） 

２） 母子健康手帳の予防接種欄のコピー 

※過去に一度も予防接種を受けていない場合は不要です。 

 

※記入上の注意 

・申請者及び接種希望者の住所は、住民票の住所をご記入ください。 

・申請理由は佐賀県外で接種を希望する理由を具体的にご記入ください。 

例１：里帰り出産のため 

例２：大学進学で県外に滞在しているため 

 

②申請をもとに「予防接種実施依頼書」を作成し、滞在先へ送付します。 

③届いた「予防接種実施依頼書」を、接種を受ける医療機関へご提出ください。 

※ 予防接種費用は一旦全額自己負担していただき、下記の償還払の申請により一定の接種 

費用が助成されます。 

※注意！：「予防接種実施依頼書」は、発行までに約１～２週間かかります。 

余裕を持って申請してください。内容について、お電話で確認する場合があります。 

【償還払の手続き方法 】 

１．医療機関の窓口で接種費用を全額支払い、領収書（原本）を保管する。 

２．以下の必要書類をそろえ、下記の窓口で申請する。 

●申請期間 予防接種を受けた日から１年以内 

●必要書類 

①予防接種費用助成金交付申請書及び請求書（「定期予防接種実施依頼書」と一緒に送ります） 

②予防接種費用を証明する書類（受診機関、受診日、保険適用の有無、予防接種毎の費用明細が明

記された領収書）                                       

③予防接種予診票 

④予防接種状況が確認できるもの・・・母子健康手帳、予防接種済証等 

⑤申請者名義の通帳等（銀行名、支店名、口座番号が分かる物のコピーでも可） 

 

【問い合わせ先】 鳥栖市本町 3丁目 1496-1 鳥栖市健康増進課（鳥栖市保健センター）             

電話 ：0942-85-3650 

 


